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ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧

誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資

口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようにお

願い致します。 

平成 23 年 5 月 9 日
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不動産投資信託証券発行者名 
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（コード番号 8954） 
 

資産運用会社名 

オリックス・アセットマネジメント株式会社 

代表者名： 代 表 取 締 役 社 長 安田 博 

問合せ先： 取 締 役 執 行 役 員 並木 寿夫 
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新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ 

 

本投資法人は、平成 23 年 5 月 9 日開催の役員会において新投資口発行及び投資口売出しに関し、以下のと

おり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
 

１．公募による新投資口発行（一般募集） 

（1）募集投資口数 31,250 口 

（2）払込金額（発行価額） 未定 

（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25条に規

定される方式により、平成23年5月18日（水）から平成23年5月20日（金）

までのいずれかの日（以下｢発行価格等決定日｣という。）に開催する役員会

において決定する。） 

（3）募集方法 一般募集とし、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社、野村證券株式会社

及びＵＢＳ証券会社（以下併せて｢共同主幹事会社｣という。）、並びに三菱ＵＦＪ

モルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券

株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社、東海東京証券株式会社及び東洋

証券株式会社（以下共同主幹事会社と併せて｢引受人｣と総称する。）に全投資

口を買取引受けさせる。 

なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有

価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、発行価格等

決定日の株式会社東京証券取引所における終値（当日に終値のない場合に

は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（1円未満端数

切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定する。 

（4）引受人の対価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価

格（募集価格）と引受人より本投資法人に払い込まれる金額である払込金

額（発行価額）との差額の総額を引受人の手取金とする。 

（5）申込口数単位 1 口以上 1口単位 

（6）申込期間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日ま

で。 

（7）払込期日 平成 23 年 5月 25 日（水）から平成 23 年 5 月 27 日（金）までのいずれかの

日。但し、発行価格等決定日の 5営業日後の日とする。 
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ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧

誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資
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（8）払込金額（発行価額）、その他この新投資口発行に必要な事項は、今後開催する役員会において決定す

る。 

（9）前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

 

２．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（下記＜ご参考＞１.を参照のこと。） 

（1）売出人及び売出投資口数 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 1,562 口 

なお、売出投資口数は上限を示したものである。需要状況等により減少し、

又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があ

る。売出投資口数は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に開

催する役員会において決定する。 

（2）売出価格 未定 

（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は、一般募集における発

行価格（募集価格）と同一とする。） 

（3）売出方法 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社が一般募集における需要状況等を

勘案し、本投資法人の投資主から 1,562口を上限として借入れる本投資法人の

投資口の売出しを行う。 

（4）申込口数単位 1 口以上 1口単位 

（5）申込期間 一般募集における申込期間と同一とする。 

（6）受渡期日 一般募集における払込期日の翌営業日とする。 

（7）売出価格、その他この投資口の売出しに必要な事項は、今後開催する役員会において決定する。 

（8）前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

 

３．第三者割当による新投資口発行（下記＜ご参考＞１.を参照のこと。） 

（1）募集投資口数 1,562 口 

（2）払込金額（発行価額） 未定 

（発行価格等決定日に開催する役員会において決定する。なお、払込金額

（発行価額）は一般募集における払込金額（発行価額）と同一とする。） 

（3）割当先及び口数 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 1,562口 

（4）申込口数単位 1 口以上 1口単位 

（5）申込期間（申込期日） 平成 23 年 6 月 23 日（木） 

（6）払込期日 平成 23 年 6 月 24 日（金） 

（7）上記（5）記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打切るものとする。 

（8）払込金額（発行価額）、その他この新投資口発行に必要な事項は、今後開催する役員会において決定す

る。 

（9）前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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<ご参考> 

1. オーバーアロットメントによる売出し等について 

一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社が本

投資法人の投資主から 1,562 口を上限として借入れる本投資法人の投資口（以下「借入投資口」とい

います。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。したがって、オーバー

アロットメントによる売出しの売出投資口数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は

オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 

これに関連して、本投資法人は平成 23 年 5 月 9 日（月）開催の役員会において、一般募集とは別

に、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社を割当先とする本投資法人の投資口 1,562 口の第三者

割当による新投資口発行（以下「本件第三者割当」といいます。）を、平成 23 年 6 月 24 日(金)を払込

期日として行うことを決議しております。 

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの

申込期間（以下「申込期間」といいます。）中、本投資法人の投資口について安定操作取引を行う場合

があり、当該安定操作取引で買い付けた本投資法人の投資口を借入投資口の返還に充当する場合

があります。 

また、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成 23 年 6 月 17

日(金)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、オーバーアロットメントによる売出

しを行った口数を上限として、株式会社東京証券取引所において本投資法人の投資口の買付け（以

下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買い付け

られた本投資法人の投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期

間内においても、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く

行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った口数に至らない口数でシンジケートカバ

ー取引を終了させる場合があります。 

また、大和証券キャピタル･マーケッツ株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った口

数から上記の両取引に係る借入投資口の返還に充当する口数を減じた口数について、本件第三者

割当に応じる予定です。 

そのため本件第三者割当における発行口数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、

失権により本件第三者割当における最終的な発行口数がその限度で減少し、又は発行そのものが全

く行われない場合があります。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出し

が行われる場合の売出投資口数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメ

ントによる売出しが行われない場合は、大和証券キャピタル･マーケッツ株式会社による上記本投資法

人の投資主からの本投資法人の投資口の借入れは行われません。したがって、大和証券キャピタル･

マーケッツ株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本

件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所における

シンジケートカバー取引も行われません。 
上記に記載の取引に関しては、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社が野村證券株式会社及
びＵＢＳ証券会社と協議の上、これを行います。 

 

 

2. 今回の新投資口発行による発行済投資口数の推移 

現在の発行済投資口総数 251,622 口  

一般募集に係る新投資口発行による増加投資口数 31,250 口  

一般募集に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 282,872 口  

本件第三者割当に係る新投資口発行による増加投資口数 1,562 口 （注）

本件第三者割当に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 284,434 口 （注）

（注）本件第三者割当の募集投資口数の全口数に対し大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社から申込みがあり、発行が

行われた場合の数字です。 

 



 

 

 

 

 

4/5 
            

 
ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧

誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資

口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようにお

願い致します。 

 

3. 発行の目的及び理由 

新投資口の発行による資金調達により、新たな特定資産を取得することで資産規模の拡大とポートフォリオ
の質の向上を図り、マーケット動向、1 口当たり分配金の水準等を勘案した上で、新投資口の発行を決定した
ものです。 

 

 

4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（1） 調達する資金の額（差引手取概算額） 

  13,865,800,000 円（上限） 

（注）一般募集における手取金13,205,800,000円及び本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限660,000,000円

を合わせたものです。また、上記金額は平成 23 年 4 月 22 日（金）現在の株式会社東京証券取引所における終値を

基準として算出した見込額です。 

 

（2） 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 

一般募集における手取金（13,205,800,000 円）については、本日付で公表した｢資産の取得に関するお
知らせ（秋葉原ビジネスセンター、Ｗｅ Ｗｉｌｌ 八丁堀、ベルファース本郷弓町、ベルファース蒲田、ベルファ
ース大阪新町、ベルファース尼崎）｣に記載の取得予定資産の取得資金の一部に全額充当します。なお、
本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限（660,000,000円）については、本投資法人が取得予定
資産の取得資金として一旦借入れた短期借入金の返済資金の一部に全額充当します。 

 

 

5. 配分先の指定 

該当事項はありません。 

 

 

6. 今後の見通し 

本日付で公表した｢平成 23 年 8 月期及び平成 24 年 2 月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ｣

に記載のとおりです。 
 

 

7. 最近 4 営業期間の運用状況及びエクイティ・ファイナンスの状況等 

(ア) 最近 4 営業期間の運用状況 

 平成 21 年 

8 月期 

平成 22 年 

2 月期 

平成 22 年 

8 月期 

平成 23 年 

2 月期（注）2. 

1 口当たり当期純利益（注）1. 18,922 円 13,290 円 17,122 円 13,083 円

1 口当たり分配金 18,922 円 13,290 円 16,061 円 13,083 円

実績配当性向 100.0％ 100.0％ 93.8％ 100.0％

1 口当たり純資産 566,625 円 560,993 円 564,825 円 561,847 円

 （注）1. 1 口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算出しています。 

 （注）2. 平成 23年 2月期の数字については、金融商品取引法第193条の 2第 1項の規定に基づく会計監査人の監査

を終了していません。 
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(イ) 最近の投資口価格の状況 

① 最近 4営業期間の状況 

 
平成 21 年 

8 月期 

平成 22 年 

2 月期 

平成 22 年 

8 月期 

平成 23 年 

2 月期 

始値 294,000 円 483,000 円 425,000 円 400,000 円

高値 505,000 円 492,000 円 468,500 円 539,000 円

安値 281,100 円 366,000 円 370,000 円 383,000 円

終値 484,000 円 427,000 円 396,500 円 471,000 円

 

② 最近 6 か月間の状況 

 平成 22 年 

11 月 

 

12 月 

平成 23 年 

1 月 

 

2 月 

 

3 月 

 

4 月 

始値 435,000 円 466,000 円 528,000 円 510,000 円 474,000 円 453,000 円

高値 473,000 円 539,000 円 539,000 円 515,000 円 482,500 円 465,000 円

安値 430,000 円 466,000 円 492,500 円 470,000 円 345,500 円 433,500 円

終値 466,000 円 528,000 円 508,000 円 471,000 円 457,000 円 442,000 円

 

③ 発行決議日の前営業日における投資口価格 

 平成 23 年 5 月 6 日 

始値 448,000 円

高値 450,000 円

安値 445,000 円

終値 450,000 円

 

(ウ) 最近 4 営業期間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

 

8. その他（売却・追加発行等の制限） 

本投資法人は、一般募集に関し、共同主幹事会社との間で一般募集の受渡期日から 90 日間は、投資口

の発行（但し、本件第三者割当による発行を除きます。）を行わないことに合意しております。 

 
 

 

以上 

 

本日資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

 


